
 

１．件名：「日本原燃(株)廃棄物管理施設の新規制基準適合性に関するヒアリ

ング（１１９）」 

 

２．日時：令和２年４月３０日（木）１７時３０分～１８時００分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

猪俣上席安全審査官、真田安全審査官、藤田安全審査専門職 

日本原燃(株) 

再処理事業部 再処理工場 ガラス固化施設部 貯蔵管理課長 他６名 

 

５．要旨  

（１）日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）の廃棄物管理施設に関

する事業変更許可申請の一部補正（※）について、原子力規制庁から、

主に以下の点を伝えた。 

①火災等による損傷の防止 

 「運転時の異常な過渡変化」、「設計基準事故」等、廃棄物管理施設の

事業許可基準規則で使用されていない用語を用いている箇所がある

ので、精査の上、適切に修正すること。 

 火災防護審査基準を適用する方針としているが、具体的な内容が明確

でないので、再処理施設の例を参考にして整理して説明すること。 

②放射線管理施設 

 事業許可基準規則解釈において「『発電用軽水型原子炉施設における

放出放射性物質の測定に関する指針』を参考にすること」としている

ので、同指針を参考にしていることを添付だけでなく本文にも明記す

ること。 

③外部からの衝撃による損傷の防止（火山） 

 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子について、各項目

の記述の平仄を合わせること。 

④外部からの衝撃による損傷の防止（火災等） 

 「ばい煙及び有毒ガスが制御室の居住性に影響を及ぼすおそれがあ

る場合には、必要に応じて制御室内の運転員の退避の措置を講ずるも

のとする」としているが、退避をしても廃棄物管理施設として安全上

支障がない理由を整理して説明すること。 



⑤安全機能を有する施設 

 事業許可基準規則第１１条第４項への適合のための設計方針につい

て、廃棄物管理施設では安全上重要な施設の多重性を確保する必要が

ない理由を説明すること。 

 

（２）日本原燃から、本日のヒアリングを踏まえて対応する旨の発言があっ

た。 

 

６．その他 

なし 

 

参考 

※  日本原燃株式会社 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 規制法

令及び通達に係る文書（令和２年４月１７日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所廃棄物管理施設に関する事業変更許

可申請の一部補正を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/WAS/190000028.html 

 

 


